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   ～校長室から～ 
ゴールデンウイークも終わり、新緑が目に優しく映る、風爽やかな季節になりま

した。４月末からの家庭訪問では、短い時間ではありましたが、ご家庭での様子を

伺うことができる貴重な時間とさせていただくことができました。ありがとうござ

いました。また訪問の時間設定のために、いろいろとお仕事等のやりくりをしてい

ただいたご家庭につきましても感謝申し上げます。 

これから本格的な学校生活が始まりますが、特にこの一ヵ月は各学年とも大きな

行事が控えています。まずは１年生の少年自然の家への宿泊学習が、５月１４日か

ら一泊で行われます。新しい仲間と出会ってひと月が経ちましたが、この宿泊を通

して、さらに絆を深めてほしいと思います。 

次に２年生が、大阪・関西万博へ一中のトップを切って見学に行きます。先日、

下見に行ってきましたが、たくさんの国の個性あふれる建築技術を用いたパピリオ

ンが立ち並び、また様々な最新のテクノロジーを目の当たりにし、短い時間でした

がいくつもの感動がありました。大阪府内の学校だけでなく、修学旅行など全国か

らたくさんの子どもたちも来ており、とても楽しそうにしている様子が伺えました。 

そして最後は３年生の修学旅行です。６月４日から２泊３日で長崎へ行きます。

被爆地ナガサキで学ぶ平和学習やハウステンボスでのグループ活動など充実した修

学旅行にしてほしいです。 

そして、各学年いずれの行事も、実行委員の生徒たちが中心となって、どうすれ

ば自分たちが有意義な時間を過ごすことができるかを出発当日へ向けて考えてくれ

ています。みんなで協力し合って、思い出に残る中学校生活の１ページになればと

思います。 

【一中ホームページもぜひご覧ください】 

 

       貝塚一中 

 

【長崎高校生平和大使１万人署名 ～３年生より～ 】  
３年生修学旅行実行委員が、修学旅行先である長崎で核兵器廃絶に向けて活動を

している高校生からオンラインでお話を聞きました。私たちにもできることはない
かと考え、一中でも核兵器廃絶に向けての署名活動をして、高校生に長崎で直接署
名をお渡しすることにしました。 
そこで、昨年に引き続き、下記の期間において署名活動をします。１７日の土曜

参観の時に、保護者の方からも賛同いただける方から署名をいただければうれしい
です。ご協力よろしくお願いいたします。         ※場所：ピロティ 

署名活動期間：5月 12日（月）～5月 17日（土）まで   
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   【登下校 マナーを守って 気持ち良く】   生徒指導部より 

このような、登下校時のマナー・ルール違反に関する地域からの連絡が、新学期

が始まってから、すでに複数回学校に入っています。緊急時以外のスマートフォン

の使用や自転車通学は禁止です。登下校中の皆さん、また地域の方々の安全確保の

ために、守ってください。 

また、近隣の方々は、学校生活での皆さんの頑張りを目にする機会がなかなか無

く、登下校時の皆さんの姿が、良くも悪くも、一中生の印象となります。近隣の方々

からも、一中は素敵な学校だと思ってもらえる行動を心がけてください。 

 
ヤングケアラーに気づき、声をかけられる社会に 
現在、ヤングケアラーと呼ばれる子どもは、中学生で５．７％いると言われてい

ます。（文科省、厚生労働省調査） 

「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世

話などを日常的に行っている子どものことをいいます。 

子どもが家事や家族の世話をすることは、ごく普通のことだと思われるかもしれ

ません。でも、ヤングケアラーは、年齢等に見合わない重い責任や負担を負うこと

で、本当なら享受できたはずの、勉強に励む時間、部活に打ち込む時間、将来に思

いを巡らせる時間、友人との他愛ない時間…これらの「子どもとしての時間」と引

き換えに、家事や家族の世話をしていることがあります。 

学校では、子どものＳＯＳを見逃さないように、注意を払っていきます。 

 

【子ども家庭庁】           【子ども基本法】 

 

相談窓口⇒            令和５年４月に施行⇒ 

  

                              

お知らせ 
 
一中の電話受付業務については、原則、下記のとおりとさせていただきます。 

また、変更がある場合は、ホームページでもお知らせいたします。 

通常の平日  ： 8時～18時 30分 

定期テスト  ： 8時～16時 50分 

式典に関わる日： 8時～16時 50分 （入学式、終業（了）式、卒業式等） 

長期休業の平日： 8時 20分～16時 50分 

①登下校中に歩きスマホをしていて危険だ。 

②自転車に乗った中学生とぶつかりそうになった。 

③空き地などに勝手に自転車を停めている。 

④公園や広場などで中学生が騒いでいる。 


